
高 齢 者 の 安 全 ・ 安 心 総 合 対 策 要 綱 の 制 定 に つ い て  

平 成 22年 12月 10日  

例 規 （ 生 総 ） 第 54号  

警 察 本 部 長  

 

〔 沿 革 〕  平 成 25年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 15号  

 

各 部 長 ・ 参 事 官 ・ 所 属 長  

見 出 し の 要 綱 を 別 添 の と お り 制 定 し た の で 、 誤 り の な い よ う に さ れ た い 。  

な お 、「 長 寿 社 会 総 合 対 策 委 員 会 の 設 置 に つ い て 」（ 昭 和 61年 例 規（ 防 ）第 16号 ）及 び「 長 寿 社

会 総 合 対 策 要 綱 の 制 定 に つ い て 」 （ 昭 和 61年 例 規 （ 防 ） 第 20号 ） は 、 廃 止 す る 。  

別 添  

高 齢 者 の 安 全 ・ 安 心 総 合 対 策 要 綱  

第 １  目 的  

こ の 要 綱 は 、本 県 の 人 口 に 占 め る 高 齢 者 の 割 合 が 急 速 に 増 加 し 、高 齢 者 を め ぐ る 警 察 事 象 が 一

層 複 雑 ・ 多 様 化 す る 傾 向 に あ る 中 、 こ れ ら の 事 態 に 適 切 に 対 応 す る と と も に 、 関 係 機 関 ・ 団 体 、

自 治 体 及 び 事 業 者（ 以 下「 関 係 機 関・団 体 等 」と い う 。）と 連 携 し 、官 民 一 体 と な っ た 総 合 的 な

対 策 を 講 じ る こ と に よ り 、高 齢 者 が 安 全 で 安 心 し て 生 活 で き る 社 会 環 境 づ く り を 促 進 す る こ と を

目 的 と す る 。  

第 ２  用 語 の 定 義  

高 齢 者 と は 、 65歳 以 上 の 者 を い う 。  

第 ３  高 齢 者 の 安 全 ・ 安 心 総 合 対 策 推 進 本 部  

１  設 置  

高 齢 者 の 安 全・安 心 総 合 対 策（ 以 下「 総 合 対 策 」と い う 。）を 推 進 す る た め 、県 本 部 に 本 部

長 を 長 と す る 高 齢 者 の 安 全 ・ 安 心 総 合 対 策 推 進 本 部 （ 以 下 「 推 進 本 部 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

２  任 務  

推 進 本 部 は 、高 齢 化 社 会 に お け る 警 察 上 の 諸 問 題 に 対 す る 総 合 的 な 対 策 を 検 討 し 、そ の 推 進

を 図 る こ と を 任 務 と す る 。  

３  構 成  

推 進 本 部 は 、推 進 本 部 長 、推 進 副 本 部 長 及 び 幕 僚 を も っ て 構 成 し 、そ れ ぞ れ 次 に 掲 げ る 者 を

も っ て 充 て る 。  

推 進 本 部 長    本 部 長  

推 進 副 本 部 長   生 活 安 全 部 長  

  幕 僚       総 務 部 長  

          警 務 部 長  

          地 域 部 長  

          刑 事 部 長  

          交 通 部 長  

          警 備 部 長  

          市 警 察 部 長  

          組 織 犯 罪 対 策 本 部 長  

          関 東 管 区 警 察 局 千 葉 県 情 報 通 信 部 長  

４  運 営  

(１ ) 推 進 本 部 長 は 、必 要 に 応 じ て 推 進 副 本 部 長 及 び 幕 僚（ 以 下「 幕 僚 等 」と い う 。）を 招 集

し て 推 進 本 部 会 議 を 開 催 す る も の と し 、 そ の 議 事 を 主 宰 す る 。  

(２ ) 推 進 本 部 長 に 事 故 が あ る と き は 、 推 進 副 本 部 長 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

(３ ) 推 進 本 部 長 は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、幕 僚 等 以 外 の 者 に 対 し 、推 進 本 部 会 議 へ の

出 席 を 求 め る こ と が で き る 。  

(４ ) 前 記 (１ )及 び (２ )に 定 め る も の の ほ か 、推 進 本 部 会 議 の 運 営 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、推

進 本 部 長 が 定 め る 。  



５  高 齢 者 の 安 全 ・ 安 心 総 合 対 策 統 括 官  

推 進 本 部 長 の 命 を 受 け 、各 部 門 の 取 組 を 集 約 し 、推 進 本 部 の 業 務 全 般 の 調 整 を 行 う と と も に 、

事 務 を 掌 理 す る た め 、高 齢 者 の 安 全・安 心 総 合 対 策 統 括 官（ 以 下「 統 括 官 」と い う 。）を 置 き 、

生 活 安 全 部 参 事 官 を も っ て 充 て る 。  

６  幹 事 会  

(１ ) 推 進 本 部 を 補 佐 さ せ る た め 、 推 進 本 部 に 幹 事 会 を 置 く 。  

(２ ) 幹 事 会 は 、 幹 事 長 及 び 幹 事 を も っ て 構 成 し 、 そ れ ぞ れ 次 に 掲 げ る 者 を も っ て 充 て る 。  

幹 事 長   統 括 官  

   幹 事    総 務 部 総 務 課 長  

        総 務 部 広 報 県 民 課 長  

        総 務 部 会 計 課 長  

        警 務 部 警 務 課 長  

        生 活 安 全 部 生 活 安 全 総 務 課 長  

        生 活 安 全 部 生 活 経 済 課 長  

        地 域 部 地 域 課 長  

        刑 事 部 刑 事 総 務 課 長  

        刑 事 部 捜 査 第 二 課 長  

        刑 事 部 捜 査 第 三 課 長  

        刑 事 部 組 織 犯 罪 対 策 本 部 組 織 犯 罪 対 策 課 長  

        交 通 部 交 通 総 務 課 長  

        交 通 部 交 通 規 制 課 長  

        交 通 部 運 転 免 許 本 部 免 許 課 長  

        警 備 部 公 安 第 一 課 長  

        警 備 部 警 備 課 長  

        市 警 察 部 総 務 課 長  

        関 東 管 区 警 察 局 千 葉 県 情 報 通 信 部 通 信 庶 務 課 長  

(３ ) 幹 事 会 の 運 営 は 、前 記 ４ を 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、「 推 進 本 部 長 」と あ る の は「 幹

事 長 」と 、「 幕 僚 等 」と あ る の は「 幹 事 」と 、「 推 進 副 本 部 長 」と あ る の は「 幹 事 長 の 指 名

す る 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

７  庶 務  

推 進 本 部 及 び 幹 事 会 の 庶 務 は 、 生 活 安 全 部 生 活 安 全 総 務 課 に お い て 行 う 。  

第 ４  署 高 齢 者 の 安 全 ・ 安 心 総 合 対 策 推 進 室  

１  署 に お け る 総 合 対 策 を 推 進 す る た め 、署 に 署 長 を 長 と す る 署 高 齢 者 の 安 全・安 心 総 合 対 策 推

進 室 （ 以 下 「 推 進 室 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

２  推 進 室 の 体 制 は 、 署 長 が 定 め る も の と す る 。  

３  推 進 室 は 、管 内 の 関 係 機 関・団 体 等 と 連 携 を 図 り 、管 内 の 実 態 に 即 し た 総 合 対 策 を 推 進 す る

と と も に 、 推 進 本 部 へ の 報 告 及 び 同 本 部 と 連 携 し た 総 合 対 策 を 推 進 す る も の と す る 。  

第 ５  実 態 把 握 活 動 の 推 進  

総 合 対 策 を 効 果 的 に 推 進 す る た め 、実 態 把 握 に 際 し て は 、高 齢 者 の 生 活 実 態 、高 齢 者 に 係 る 関

係 機 関 ・ 団 体 等 が 推 進 す る 事 業 、 施 策 等 に 着 目 し 、 各 種 警 察 活 動 を 通 じ て 推 進 す る も の と す る 。 

第 ６  高 齢 者 の 安 全 ・ 安 心 の 確 保  

１  各 種 犯 罪 の 防 止 活 動 の 推 進  

(１ ) 高 齢 者 の 犯 罪 被 害 の 未 然 防 止 を 図 る た め 、防 犯 広 報 、防 犯 診 断 、防 犯 指 導 等 を 積 極 的 に

推 進 す る と と も に 、高 齢 者 に よ る 犯 罪 の 防 止 対 策 と し て 、地 域 で 孤 立 さ せ な い 、犯 罪 の 機 会

を 与 え な い 社 会 環 境 づ く り を 推 進 す る も の と す る 。  

(２ ) 前 (１ )に 資 す る た め 、関 係 機 関・団 体 等 の 活 動 の 活 性 化 を 図 る と と も に 、新 た な 防 犯 団

体 等 の 育 成 に 努 め る も の と す る 。  

(３ ) 高 齢 者 の 犯 罪 被 害 を 未 然 に 防 止 す る た め 、保 護 を 要 す る と 認 め ら れ る 高 齢 者 に 対 し て は 、

適 正 な 保 護 に 当 た る と と も に 、高 齢 者 に 係 る 警 察 相 談 に は 、関 係 機 関・団 体 等 と 連 携 を 図 り 、

適 切 に 対 応 す る も の と す る 。  



２  各 種 犯 罪 の 取 締 り 活 動 の 推 進  

高 齢 者 に 係 る 犯 罪 被 害 の 拡 大 及 び 再 発 防 止 を 図 る た め 、犯 罪 発 生 状 況 等 を 的 確 に 分 析 し 、高

齢 者 が 被 害 者 と な り や す い 各 種 犯 罪 の 取 締 り 活 動 を 積 極 的 に 推 進 す る も の と す る 。  

３  総 合 的 な 交 通 事 故 防 止 対 策 の 推 進  

(１ ) 高 齢 者 の 交 通 事 故 を 防 止 す る た め 、関 係 機 関・団 体 等 と 連 携 し 、参 加・体 験・実 践 型 の

交 通 安 全 教 育 や 交 通 安 全 指 導 を 実 施 す る な ど 、県 民 総 ぐ る み の 交 通 事 故 防 止 対 策 を 推 進 す る

も の と す る 。  

(２ ) 高 齢 運 転 者 に よ る 交 通 事 故 を 防 止 す る た め 、高 齢 者 の 運 転 特 性 や 交 通 事 故 実 態 等 の 分 析

結 果 に 基 づ く 実 技 指 導 、 高 齢 者 講 習 等 を 推 進 す る も の と す る 。  

(３ ) 高 齢 者 の 交 通 事 故 を 防 止 す る た め 、道 路 管 理 者 等 の 関 係 機 関・団 体 等 と 連 携 し た 交 通 安

全 施 設 の 整 備 を 始 め 、 高 齢 者 の 安 全 に 配 意 し た 交 通 環 境 の 整 備 を 推 進 す る も の と す る 。  

４  各 種 災 害 対 策 の 推 進  

(１ ) 高 齢 者 の 防 災 に 対 す る 意 識 の 高 揚 を 図 る た め 、関 係 機 関・団 体 等 と 連 携 を 図 り 、防 災 知

識 の 普 及 に 努 め る も の と す る 。  

(２ ) 各 種 災 害 対 策 に 資 す る た め 、各 種 警 察 活 動 を 通 じ て 、災 害 時 に 必 要 な 情 報 を 迅 速 か つ 的

確 に 把 握 し 、自 ら を 守 る た め に 安 全 な 場 所 に 避 難 す る な ど の 災 害 時 の 一 連 の 行 動 を と る の に

支 援 を 要 す る 高 齢 者 の 把 握 に 努 め る も の と す る 。  

(３ ) 災 害 時 に は 、関 係 機 関・団 体 等 と 連 携 を 図 り 、高 齢 者 に 対 す る 的 確 な 避 難 誘 導 、救 出 救

護 措 置 を 講 じ る と と も に 、 避 難 後 の 安 全 ・ 安 心 な 生 活 環 境 づ く り を 推 進 す る も の と す る 。  

第 ７  高 齢 者 の 社 会 参 加 の 促 進 等  

高 齢 者 の 社 会 参 加 意 識 の 高 揚 を 図 る た め 、各 種 警 察 活 動 を 通 じ て 、高 齢 者 に 対 し て 、関 係 機 関・

団 体 等 が 主 催 す る 地 域 に 密 着 し た ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 等 へ の 参 加 を 促 す と と も に 、関 係 機 関・団 体

等 に 対 し て は 、 高 齢 者 が 参 加 し や す い 環 境 の 整 備 を 働 き 掛 け る も の と す る 。  

第 ８  広 報 啓 発 活 動 等 の 推 進  

１  総 合 対 策 を 効 果 的 に 推 進 す る た め 、関 係 機 関・団 体 等 と 連 携 を 図 り 、犯 罪 、交 通 事 故 、災 害

等 に 係 る 具 体 的 な 情 報 に つ い て 、タ イ ム リ ー な 情 報 提 供 に 努 め る と と も に 、必 要 な 防 止 対 策 等

に つ い て 、 広 報 啓 発 活 動 を 積 極 的 に 推 進 す る も の と す る 。  

２  広 報 啓 発 活 動 に 際 し て は 、犯 罪 被 害 に 遭 っ た 場 合 や 不 審 者 を 発 見 し た 場 合 は 早 期 に 通 報 す る

よ う 指 導 す る な ど 、県 民 に 総 合 対 策 と 捜 査 活 動 に 対 す る 理 解 と 協 力 が 得 ら れ る よ う に 配 意 す る

も の と す る 。  


